
川島町地域活動センター等 利用登録団体制度について 

 

●制度の目的 町民の自主的・組織的な活動を支援し、地域社会における町民相互の交流の促進及び

町民の生涯学習の振興及び福祉の増進を図り、もって地域の活性化を推進する。 

 

●登録要件  ・原則として、町内在住、在勤者が 5名以上で構成される団体であること。 

なお 10名を超える団体については、町内在住・在勤者が半数以上であること。 

       ・原則、定期的・継続的に活動している団体であること。 

・施設の利用規則を守り、使用することができること。 

       ・施設利用に関する会議に出席できること。 

 

●団体登録をすることのメリット 

       ・利用調整会議に出席することで、半年先の利用分まで仮予約することができます。 

        ※利用登録していない団体は、1カ月先までしか予約できないため、一般の団体 

よりも先行して仮予約することができます。 

       ・通常の施設利用料の半額で、施設を使うことができます。 

 

●対象施設  利用登録団体制度の対象となる施設は以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       ※中山公民館・伊草公民館（旧館）は将来的に解体予定ではありますが、 

解体時期が決定するまでの間は、使用することができます。 

川島町地域活動センターイースト 

（旧 川島町コミュニティセンター） 

川島町大字下八ツ林９２３番地 

 

川島町地域活動センターウェスト 

（旧 ふれあいセンターフラットピア川島） 

川島町八幡六丁目１番地２ 

 

ウェストきずな 

（旧 伊草公民館 新館） 

川島町大字伊草２３０番地 

 

イーストみらい 

（旧 三保谷公民館） 

川島町大字白井沼９０７番地 

 

旧中山公民館 川島町大字中山１３１７番地１ 

旧伊草公民館 旧館 川島町大字伊草２３０番地 



●登録手順等 ① 施設利用団体は、『利用登録団体申請書』・『会員名簿』・『使用料減免申請書』を

教育委員会に提出する 

       ② 教育委員会にて書類審査を行い、登録を許可する団体には『使用料減免許可書』

を交付する 

       ③ 使用料減免許可書を交付された団体は、施設利用調整会議に出席し、6カ月先ま

での施設利用について先行仮予約するための調整を行う 

       ④ ③で仮予約したものについて、使用日までに『使用申請書兼使用承諾書』を記入

し許可を受ける 

         ※『使用料減免許可書』の減免割合によっては、併せて使用料を納付する。 

 

●減免基準  川島町地域活動センター各施設は、施設ごとに利用料金が設定されていますが、下記

の要件を満たす団体については、利用料金を減免（半額・全額）します。 

利用登録 
センター 

所属団体 

仮予約の 

範囲 
減免 備考 

する なる 6カ月先まで 
全額減免 

（無料） 
 

しない なる 1カ月先まで 
全額減免 

（無料） 
 

する ならない 6カ月先まで 半額減免 
現行の団体登録制度 

により減免 

しない ならない 1カ月先まで なし 
別途定める減免基準に該

当する場合は減免を適用 

 

●減免の詳細 ①減免基準における『センター所属団体』とは、以下のような場合を対象として、使

用料は全額減免とします。 

・地域活動センター又はまちづくり協議会主催の各種イベントの協力 

・各専門部会員として参加し、部会事業への協力 

・住民向けの教養講座・スポーツ教室などを、自主的に開催できる 

・広報紙発行業務（原稿作成・レイアウト検討・取材対応）などの協力 

・その他センターの趣旨に賛同し、センターからの依頼に応じることができる 

       ②利用登録を済ませた団体については、使用料は半額減免とします。 



●申請可能日時申請書を記入できる施設及び日時 

※いずれも、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は除く 

 

●使用料 

 【川島町地域活動センターイースト】    【川島町地域活動センターウェスト】 

室名 部屋の 

大きさ 

使用料 

（１時間） 

 室名 部屋の 

大きさ 

使用料 

（１時間） 

和室① ２７畳 ３００円 多目的ホール 約１４０㎡ ５００円 

和室② １８畳 ２００円 和室 ３０畳 ３００円 

会議室① 約１００㎡ ３００円 研修室 １５畳 ３００円 

会議室② 約５０㎡ ２００円 調理室 約３８㎡ ２００円 

会議室③ 約５０㎡ ２００円    

談話室 約５０㎡ ２００円    

 

【ウェストきずな】             【イーストみらい】 

室名 部屋の 

大きさ 

使用料 

（１時間） 

 室名 部屋の 

大きさ 

使用料 

（１時間） 

和室 ４８畳 ３００円 和室① ２４畳 ２００円 

会議室① 約４６㎡ ２００円 和室② １０畳 １００円 

会議室② 約４３㎡ ２００円 大会議室 約１３０㎡ ３００円 

   実習室 約３０㎡ ２００円 

 

 

申請できる場所 利用対象となる施設 申請可能日時 

川島町地域活動センターイースト 

川島町大字下八ツ林 923 

電話 049(297)1611 

・川島町地域活動センターイースト 

・イーストみらい 

月曜日から土曜日

まで 

8：30～17：00 

川島町地域活動センターウェスト 

川島町八幡 6-1-2 

電話 049(297)1117 

・川島町地域活動センターウェスト 

・ウェストきずな 

・旧中山公民館 ・旧伊草公民館（旧館） 

火曜日から日曜日

まで 

8：30～21：00 



●注意事項  ・申請後のキャンセルは、原則としてできません。ただし、台風・大雪など、利用に

あたり団体会員に危険を及ぼす可能性がある場合や特別な事情があると認められ

るときは、次回以降の利用に振替可能とします。 

       ・決められた使用時間は厳守し、時間内に清掃を行い退出してください 

       ・未成年のみでの使用は認めません。必ず保護者、教員等の監督下で使用してくださ

い。なお、幼児と一緒に使用するときは、子供から目を離さないよう注意してくだ

さい。 

       ・使用後は電気・水道・ガス等を点検し、次の利用者に迷惑とならないよう各自で 

        清掃のうえ退館してください。 

・ゴミは館内に捨てず、お持ち帰りください。 

・アルコール類の持ち込み及び飲酒は禁止します。 

・各自、感染症予防に努めてください。特に、風邪に似た症状のある方、発熱して 

        いる方は、施設の利用を控えてください。 

・その他職員の指示に従うこと。 

 

※上記内容について守られなかった場合は、使用許可の取消や、団体登録の抹消など

の措置を取る場合があります。 

 

 

 


